
令和５年度 第１回 長浜市総合教育会議 次第 

日時：令和５年１１月１３日（月）  

場所：市役所本庁舎３階 特別会議室 

 

１ 開 会 

 

 

２ 市長あいさつ 

 

 

３ 意見交換 

【テーマ：家庭において困難を抱える子どもたちへの支援について】 

■行政説明① 

・児童虐待の現状 

・ヤングケアラーの把握・支援 等 

■意見交換 

・市や学校等での取組についての質疑 

・ヤングケアラーの発見や状況・意向に応じた支援に対する意見や提案 

どう発見するか 

状況・意向に応じた支援に結び付けられるか 等 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉 会 
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健康福祉部 こども家庭支援課

家庭児童相談室

家庭において困難を抱える
子どもたちへの支援について

長浜市総合教育会議
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内閣官房
ホームページより- 2 -



児童虐待とは
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児童虐待の防止等に関する法律

『子どもの権利を侵害する行為』

〇子どもの人権を著しく侵害するもの

〇その心身の成長および人格の形成に重大な影響を与えるもの

〇将来の世代の育成に懸念を及ぼすもの

身体的虐待

性的虐待

心理的虐待

ネグレクト

虐待とは・・・
児童虐待の防止等に関する法律

『子どもの権利を侵害する行為』

〇子どもの人権を著しく侵害するもの

〇その心身の成長および人格の形成に重大な影響を与えるもの

〇将来の世代の育成に懸念を及ぼすもの
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虐待の定義

身体的虐待
殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、
溺れさせる、首を絞める、縄などにより一室に拘束する など

性的虐待
子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、
ポルノグラフィの被写体にする など

ネグレクト
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、
自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待
言葉による脅し、無視、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で
家族に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：ＤＶ）、
きょうだいに虐待行為を行う など
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しつけなのか？虐待なのか？

しつけ
子どもの人格や才能等を伸ばし、社会において自
律した生活を送れるようにすること等の目的から
子どもをサポートして社会性を育む行為。

虐 待
保護者の意図や思いにかかわらず、子どもの健全
な成長を阻害する不適切な扱い。

※たとえ保護者が「しつけ」ととらえていても、
子どもの立場から判断する

市町向けの子ども虐待対応マニュアル（滋賀県）より
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児童虐待の現状
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厚労省
ホームページより- 8 -



滋賀県 児童虐待相談対応件数の推移
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長浜市 児童家庭相談件数の推移
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長浜市 新規相談・通告件数の推移
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長浜市 新規相談対応した児童の年齢別（令和４年度）

82

10

24
20 21 20 21 20 18

13
15

21 22 24

15
17

15
9

3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0歳 2歳 4歳 6歳 8歳 10歳 12歳 14歳 16歳 18歳以上

（件）

R4新規

- 12 -



長浜市 虐待種別ごとの年次推移
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長浜市 虐待以外の相談別件数（令和４年度）

養護相談

685件

78.5%保健相談

30件 3.4%不登校相談

38件 4.4%

知的障害相談

10件 1.1%

性格行動相談

35件 4.0%

触法行為等相談

1件 0.1%

重症心身障害相談

4件 0.5%

自閉症相談

14件 1.6%

肢体不自由相談

1件 0.1%

言語発達障害等相談

2件 0.2%

その他の相談

44件 5.0%
しつけ相談

5件 0.6%

ぐ犯行為等相談

4件 0.5%
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長浜市 新規相談・通告経路の内訳
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児童虐待は何故起こるのか
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〇予期しない妊娠・

出産

〇虐待を容認してい

る（しつけのため）

〇虐待を受けた経験

がある

〇癇が強い

〇なだめにくい

〇こだわりやすい

〇病気や障がいがあ

る

〇経済的な不安

〇相談相手や支援し

てくれる人がいない

〇離婚や再婚による

複雑な家庭環境

親の状況

虐待の背景

子どもの状況 社会的な状況

- 17 -



親と子のSOSサイン

〇不自然な傷やあざ

がある

〇体や衣服が不潔

〇家に帰りたがらな

い

〇笑顔が少なく、表

情が乏しい

〇家に帰りたがらな

い

子どもの様子

〇近所で孤立してい

る

〇子どもを残して外

出している

〇子どもが病気でも

医者にみせない

〇子どもや家族の不

満をよく口にして

いる

〇毎晩のように長時

間、子どもの泣き

声が聞こえる

〇親の怒鳴り声が聞

こえる

〇地域で孤立

している

親の様子 家庭の様子
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ヤングケアラーとは
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大人が担うような責任を引き受け、病気やしょうがいなどでケアが
必要な家族の世話や家事を担う１８歳未満の子どもたちを

「ヤング（若い）ケアラー（世話をする人）」
といいます。

滋賀県では「子ども若者ケアラー」と呼び、
２０歳代の若者までを含めて、支援対象としています。

本人・周囲も気づきにくい、表面化しにくい…
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令和2年度、3年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業より- 23 -



滋賀県
令和3年度

子ども若者ケアラー
実態調査

子ども若者ケアラー
実態調査報告書より - 24 -
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ヤングケアラー支援

ヤングケアラーで
あることを
発見すること

子どもの状況や意
向に応じた支援に
結び付けていくこと

２つをセットで考えていくことが
大事です
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ヤングケアラーの発見
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多様な視点からヤングケアラーを把握する

令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業ヤングケアラーへの早期対応に関する研究
ヤングケアラーの早期発見・ニーズ把握に関するガイドラインより- 30 -



ヤングケアラーを把握するためのアセスメント

１．守られるべき「子どもの権利」が守られているか

２．家族の状況はどうか

３．ヤングケアラーである
子どもの状況はどうか

４．子ども本人の
認識や意向はどうか

子ども自身の権利侵害がみられる

〇健康に生きる
〇教育を受ける
〇子どもらしく過
ごせる

「ヤングケアラー」である

「子どもの様子・
状況」からヤング
ケアラーである
可能性を把握
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子どもの状況や意向に
応じた支援へのつなぎ
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子どもを守るネットワーク体制

大津地方法務局
長浜支局

長浜市民生委員 児童委員協議会

湖北健康福祉事務所
（長浜保健所）

市民課

社会福祉課

市民活躍課

長浜青少年センター
木之本青少年センター

長浜市社会福祉協議会

保険年金課

医療関係機関

人権擁護委員

住宅課

長浜市主任児童委員連絡会

長浜警察署 木之本警察署

人権施策推進課

長浜市教育委員会
教育センター

健康推進課

しょうがい福祉課

こども家庭支援課

彦根子ども家庭相談センター

保育所・幼稚園
認定こども園

小学校・中学校 義務教育学校
高等学校・特別支援学校

子ども ・ 保護者

家族 ・ 女性

長浜市要保護児童及び

DV被害者対策地域協議会

こども家庭支援課
家庭児童相談室
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保護児童 策地域 議会の主な特徴

(長浜市要保護児童及びDV被害者対策地域協議会)

❶責任体制の明確化（児童福祉法第25条の２）
協議会を設置した市長は、協議会の運営の中核となる調
整機関や構成員などを公示する。

❷関係機関への協力要請（児童福祉法第25条の３）
必要に応じて、協議会の構成員以外からの機関等に対し
て、資料または情報の提供、意見の開陳その他必要な協
力を求めることができる。

要 対 協
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❸守秘義務による情報共有（児童福祉法第25条の５）

要保護児童等の支援にあたっては、本人や家族の同意が
得られない場合が多くある。そのため、協議会の構成員
（構成員であった者を含む。）は、全て守秘義務が課さ
れている。
そのことにより、支援に必要な個人情報の提供を行い、
適切な支援を行うことができる。
なお、その守秘義務に反し、秘密を漏らした場合には、
児童福祉法第61条の３により、１年以下の懲役または
50万円以下の罰金が課せられる。

要対協は情報共有と
協議のための法定機関
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通告後の対応（市町村）

虐
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の
決
定

子
ど
も
の
安
全
確
認
（
48
時
間
以
内
）

長浜市要保護児童及びDV被害者対策地域協議会
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事例１

•家族構成 本人（高校生）、母、兄弟（中学生他）

•ケアの内容 家事全般（食事の用意、洗濯、炊事等）

•把握経緯 家庭児童相談室への通告

•課題 家族間のトラブル 経済的問題

精神疾患をもつ母の養育力の問題
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家庭への支援体制

社会福祉
協議会

相談支援
事業所

社会福祉
課

学校２

病院

学校1

家庭
児童
相談室

しょうがい
福祉

サービス

児童福祉
サービス
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ヤングケアラー支援
〇社会的認知度の向上（気づき）

支援関係者等に対する認識・意識の向上→啓発、関係機関向け研修

〇早期の把握（つなぎ）

実態把握→アンケート調査の実施検討

学校・地域等での見守り

教育、福祉、地域との連携

〇支援策の充実

寄り添う存在

子どもに関わる総合相談窓口→長浜こども家庭センター（こども家庭支援課内）

家事・育児支援サービス、居場所

民間支援団体との連携
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こども家庭庁
ホームページより- 42 -



市内地域子育て支援センター

（地域子育て相談機関）

サンサン
ランド

あいあい
らんど

のびのび
らんど

こども
らんど

まちのほけんしつ
きずな

子育てひろば
スキップ

ニコニコ
ひろば

チャイルド
ハウス

長浜こども家庭センター(総合相談窓口・包括的支援）

妊産婦 子育て世帯(家庭・保護者）

連携・協力、情報共有、ケース会議などの開催

家庭児童相談室(児童福祉）
子ども家庭総合支援拠点

健康推進課(母子保健）
子育て世代包括支援センター

統括支援員

こども・子育て相談員

しょうがい福祉課 発達支援
センター(しょうがい福祉）

発達支援室

児童相談所

産前産後サポート
産後ケア

しょうがい児サービス
こども食堂 学習支援

第三の居場所 各種支援組織・団体

ながまるネット地域資源 放課後児童クラブ学校・教育センター等

保育所
一時預かり

ショートステイ

協働

子ども

連携

センター長
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長浜こども家庭センター相談ルーム

- 46 -



ご清聴ありがとうございました
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